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新型コロナウイルス感染症対策への加算点数 

の１０月以降の継続を求める緊急要望書 
国民医療の確保のために尽力しておられることに敬意を表します。  
田村憲久厚生労働大臣が 9 月２４日閣議後の記者会見で、①新型コロナウイル

ス感染防止対策を促すため医療機関に対して特例的に実施している「医科外来等

感染症対策実施加算」・「入院感染症対策実施加算」を、１０月から廃止し、実費

補助に切り替える、②乳幼児感染予防策加算を予定通り１０月以降は引き下げる

と述べました。  
しかし、これらの加算は医療機関にとって、固定経費の増加と受診者数の減少

による経営難を一定程度緩和するものと評価されてきました。新型コロナウイル

ス感染症は、第５波による新規陽性者数が減少傾向に入ったものの、重症者は未

だ１千人を超えており（９月２６日時点）、高水準です。またパンデミックが終息

したわけではなく、専門家は今冬に第６波の到来を懸念しています。このような

状況下で気を緩めることなく、感染拡大阻止に努めることは重要です。  
そのためには、症状を呈していない無症状の患者に対する日常の診療について

も、受診者一人ひとりについて引き続き感染防止対策の徹底が不可欠です。田村

厚労大臣は医療機関の感染対策の経費を実費補助に切り替えると発言されており

ますが、「実費」の意味が不明確です。この間の感染対策に関する補助金は申請に

手間と時間がかかり、大混乱をきたしました。第６波に備えて、現在行われてい

る診療報酬の加算を延長することが賢明だと思われます。  
つきましては、国民のいのちと健康を守るために、下記を緊急に要望します。 
 

記  

一、２０２１年１０月以降も、医科外来等感染症対策実施加算、入院感染症対策

実施加算を継続すること。  

一、  ２０２１年１０月以降も、乳幼児感染予防策加算を引き下げず、１００点

を維持すること。  

以上  

各位 東京保険医協会は都内約 6,000 人の医師で構成する団体です。この度下記の要望書
     を発表し、関係機関へ提出しました。ご高覧くださいますようお願い申し上げます。


